
 

 最近、「ゴミ焼き」に対する苦情が多く寄せられています。その内容は、「煙によ

る悪臭で気分が悪い」「洗濯物に臭いがつく」「風が強いのに燃やしていて危ない」

「焚火をしているが監視している人がいない」といったもので、近隣住民のトラブ

ルや、大規模な火災発生の原因にもつながりかねません。 

焼却行為を実施するときは次のことに留意してください。 

① 火災と紛らわしい煙又は火炎を発する行為届出書を提出しましたか？ 

② 例外として認められている焼却行為ですか？ 

③ 焼却する時間は日の出から日没までの間ですか？ 

④ 火災が発生しやすい気象状況の日が続いていませんか？ 

⑤ ご近所で洗濯や布団干し、窓を開けて換気しているお宅はありませんか？ 

⑥ 裸火の監視人配置と消火用具は準備できていますか？ 

 一般ゴミを焼却した場合は廃棄物処理に関する法律に抵触するため、消防機関は

各関係機関（警察署、保健所、各市町村担当課）と連携して対応します。ご理解と

ご協力をお願いします。なお、消防機関に提出する届出書は、廃棄物の焼却行為を

許可するものではありません。あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

管轄する消防署・分署へ届け出ましょう。開始前終了後の連絡をお願いします。 

久慈消防署     ０１９４－５３－０１１９ 

久慈消防署山形分署 ０１９４－７２－３１１９ 

久慈消防署野田分署 ０１９４－７８－２１１９ 

久慈消防署普代分署 ０１９４－３５－２１１９ 

洋野消防署     ０１９４－６５－６１１９ 

洋野消防署大野分署 ０１９４－７７－４１１９ 

野外で焼却行為をされる皆様へ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


